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船舶事故調査報告書 

 

 

船種船名 モーターボート 豊丸 

船舶番号 ２８０－２７２１７香川 

総トン数 ５トン未満（長さ６.７９ｍ） 

    

事故種類 転覆 

発生日時 平成２０年９月２１日 １０時２０分ごろ 

発生場所 香川県三豊市詫間町荘内半島北方沖 

         箱埼灯台から真方位０９９°１,４１０ｍ付近 

      （概位 北緯３４°１５.５′ 東経１３３°３６.４′） 

 

 

                                            平成２１年９月１０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委 員 長   後 藤 昇 弘 

委   員   楠 木 行 雄 

委   員   横 山 鐵 男（部会長） 

委   員   山 本 哲 也 

委   員   根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 モーターボート豊
ゆたか

丸は、船長ほか２人が乗船し、香川県三豊
み と よ

市詫間
た く ま

港を出港して、

同市荘内半島の三埼西方沖でたちうお釣りを行っていたところ、天気の悪化が予想さ

れたので、釣りをやめて詫間港に向けて帰航中、平成２０年９月２１日（日）１０時

２０分ごろ同半島北方沖において、強風と高波を受けて転覆した。 

 豊丸は、全員が海中に投げ出されて同乗者１人が死亡し、機関及び機器類が使用不

能になった。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１０月２４日 現場調査及び口述聴取 

平成２１年１月９日、１３日、１９日、２１～２３日、２６～２８日、４月２２

日、２４日、２８日、３０日、６月５日、８日、１０日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、豊丸（以下「本船」という。）船長の口述によれ

ば、次のとおりであった。 

 船長は、平成２０年９月２１日０６時前のテレビの天気予報を見て､強風等に関する

警報又は注意報が発表されておらず、波高が０.５ｍ、１２時から１５時までの降水確

率では雨の可能性が高いことを知った。そして、早朝に降っていた雨がやんだので、

香川県三豊市詫間港の本船係留場所に赴き、天気は曇りであったものの、雨が降り出

したら帰港するつもりで、釣りに出かけることにした。 

本船は、船長ほか２人（以下「同乗者Ａ」及び「同乗者Ｂ」という。）が乗船し、３

人とも自動膨張式の救命胴衣を持参していたが着用せず、たちうお釣りの目的で、

０６時５０分ごろ詫間港を出港し、同港西方約４海里（Ｍ）付近の三豊市荘内半島北

方の釣り場に到着して、約１時間釣りを行った。 

船長は、釣果が思わしくなかったので、０９時００分ごろ荘内半島西端の三埼西方

の釣り場に移動し、たちうお釣りを再開した。 

 船長は、漂泊して釣りを続けていたところ、北方約３Ｍにある六
む

島
しま

付近の空が暗く

なって落雷が発生し、天気の悪化が予想されたので釣りをやめ、１０時００分ごろ三

埼沖の釣り場を発進して詫間港に向けて帰途についた。 

 船長は、帰途につくにあたり、同乗者Ａ及び同乗者Ｂに救命胴衣を着用するように
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指示しなかったが、操縦席の前方左舷側でクーラーボックスに腰を掛けていた同乗者

Ａだけが救命胴衣を着用し、操縦席の左舷後方に立っていた同乗者Ｂ及び船長は着用

しなかった。 

 船長は、操縦席右舷側で立って手動操舵に当たり、機関回転数毎分（rpm）約 

２,５００とし、約２５㎞/h の速力(対地速力、以下同じ。)で、荘内半島の北方を陸

岸沿いに東進した。 

船長は、間もなく六島から真
ま

鍋
なべ

島及び佐
さ

柳
なぎ

島付近にかけて落雷が激しくなり、雷雲

が次第に近くなってきたので、箱埼灯台から３０１°（真方位、以下同じ。） 

１,６００ｍ付近に達したとき、いったん南方約５００ｍにある最寄りの室浜漁港に避

難することにした。しかし、船長は、室浜漁港の入口付近でモーターボート２隻の乗

船者が争っている様子を目撃したので、同漁港への避難を取りやめ、同漁港の東南東

方１,５００ｍ付近にある箱浦港に避難することにしたが、このころから、雨が降り始

め、風も次第に強くなってきた。 

船長は、再び荘内半島の北方を陸岸沿いに左舷後方からの風を受けながら航行中、

同半島箱埼付近に差し掛かったとき、強風が吹き始めて雨が激しくなり、約３００ｍ

南方の箱埼灯台をかすかに見ることができる程度の視程となり、箱浦港の入口を視認

することができなかった。そのため、船長は、入港したことのない同港への避難をあ

きらめ、以前に入港したことがある粟島の竹ノ浦に避難することにした。 

船長は、竹ノ浦に向かう針路を約１１０°として、風速が１０m/s を超える強い北

寄りの風と波を左舷後方から受けながら約２５㎞/h の速力で航行するうち、激しい雨

のため陸岸を見て船位を確認することができない状態となった。 

 船長は、激しい雨が甲板上に溜まるようになり、１５cm 位船内に溜まり、排水もで

きないうえに、周囲が全く見えない状態が続き、左舷後方から強風と波浪を受けて、

時々船首が右方に大きく振られていたので、船位を確認するためＧＰＳプロッターを

見たところ、進行方向の右側にあるはずの荘内半島の陸岸が左側にあることに気付い

た。そのため、船長は、船首を竹ノ浦の方向に向けようとして、いったん速力を約 

１０㎞/h に減じて左舵をとった。 

本船は、左回頭を始めて間もなく、１０時２０分ごろ箱埼灯台から０９９° 

１,４１０ｍ付近において、船首がほぼ南東方に向いたとき、左舷後方から強風と波高

約２ｍの高波を受けて転覆し、全員が海中に投げ出された。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年９月２１日１０時２０分ごろで、発生場所は、箱

埼灯台から０９９°１,４１０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ 本船船体、写真２ 本船船首部 参照） 
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 同乗者Ａの診断書、船長及び同乗者Ｂの口述によれば、同乗者Ａは、救命胴衣を着

用したまま、漂流しているところを巡視艇に救助されたが、搬送された香川県三豊市

内の病院で、溺水による死亡が確認された。船長及び同乗者Ｂは、本船のプロペラに

つかまっているところを航行中のモーターボートに救助され、ともに負傷はしなかっ

た。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長の口述によれば、本船は海上保安庁の巡視艇により詫間港に転覆したままえい
．．

航され、船体に損傷はなかったが、機関及び機器類が海水に濡れて使用不能となった。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

① 船長 男性 ６４歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免許登録日 昭和５６年１２月８日 

       免許証交付日 平成１９年９月１８日 

              （平成２５年３月２日まで有効） 

② 同乗者Ａ 男性 ８４歳 

操縦免許証は受有していなかった。 

  ③ 同乗者Ｂ 男性 ７２歳 

操縦免許証は受有していなかった。 

 (2) 主な乗船履歴等 

   ① 船長 

船長の口述によれば、若いころから船外機付きの小型船やモーターボート

を所有して乗船していた。平成５年に本船を購入した。最近は、本船で月に

５～６回釣りに出かけていた。当日の服装は、長袖の作業服及び作業用長ズ

ボンを着用し、長靴を履いていた。膨張式の救命胴衣を持参したが、着用し

ていなかった。 

② 同乗者Ａ 

船長及び同乗者Ａの家族の口述によれば、月に１、２回本船に乗船して釣

りに出かけていた。当日の服装は、上衣は合羽で作業用長ズボンを着用し、

釣り場を発進して帰途につくとき、合羽の上に腰ベルトで固定する小型船舶

用の膨張式救命胴衣を着用した。 

③ 同乗者Ｂ 
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          同乗者Ｂの口述によれば、週に１回程度本船に乗船して釣りに出かけてい

た。当日の服装は、上下の合羽を着用し、ゴム草履を履いていた。膨張式の

救命胴衣を持参していたが、着用していなかった。 

  (3) 健康状態 

①  船長 

     船長の口述によれば、健康状態は良好で､視力は両眼とも裸眼で１.０～ 

１.２であった。 

② 同乗者Ａ 

同乗者Ａの家族の口述によれば、健康状態は良好であった。 

③ 同乗者Ｂ 

同乗者Ｂの口述によれば、健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  ２８０－２７２１７香川 

  船 籍 港  香川県三豊市 

  船舶所有者  個人所有 

  総 ト ン 数  ５トン未満 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ８.２０ｍ×２.１０ｍ×０.７４ｍ 

  船    質  ＦＲＰ 

  機    関  ディーゼル機関１基 

  出    力  ５４.４３kＷ（連続最大） 

  推 進 器  プロペラ１個 

  用    途  釣り船 

  航 行 区 域  平水区域 

  最大搭載人員  旅客９人、船員１人計１０人 

  進 水 年 月  平成３年２月 

 

2.5.2 積載状態 

   船長の口述によれば、出港時の喫水は、船首約０.２８ｍ、船尾約０.８０ｍで、

喫水線からブルワーク上端までが、船首約０.５９ｍ、船尾約０.４５ｍ、操縦席付

近のブルワークの高さは、甲板上約０.３８ｍで、甲板上には、クーラーボックス及

び釣り道具を積載していただけで、重量物は積載していなかった。 
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2.5.3 設備、性能等 

   船長の口述によれば、本船は、船体中央部に操縦席があり、右舷側に舵輪とＧＰ

Ｓプロッターが設置され、機関の操作は、操縦席後方中央部に設置されたクラッチ

及びスロットルレバーによって行っていた。また、本船の操縦席付近から船尾部に

かけて幅約１ｍの天幕(オーニング)が張られていた。事故当時、船体、機関及び機

器類に不具合又は故障はなかった。 

 

 2.5.4 開口部の閉鎖状況 

  船長の口述によれば、機関室出入口、バッテリー室、燃料タンク、物入れ及びい

けすの開口部はすべて扉や蓋で閉鎖していた。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 高松地方気象台の発表状況 

(1) 天気予報 

        高松地方気象台発表の事故当日０５時の天気予報によれば、香川県の予報

は、次のとおりであった。 

        北西の風で雨時々曇りで所により雷を伴う。降水確率は、０６～１２時ま

で５０％、１２～１８時まで５０％ 

    (2) 警報・注意報等 

        事故当日の高松地方気象台の警報・注意報等の発表状況は、次のとおりで

あった。 

     ０１時５３分 雷注意報*1（香川県全域） 

     １０時４８分 大雨、雷、洪水注意報（西讃地域*2） 

     １１時２０分 大雨と落雷及び突風*3に関する香川県気象情報 第１号 

 

 2.6.2 気象観測値 

   事故発生場所の東約１３.５㎞に位置する多度津特別地域気象観測所の事故当日

の観測値は、次のとおりであった。 

              風向・風速    最大瞬間風速の風向・風速  降水量 

１０時００分 北東   ２.３m/s     －    －         － 

１０時１０分 北東   ２.５m/s    北北東  ３.９m/s       － 

                                                                              
*1  「雷注意報」とは、高松地方気象台の雷注意報発表基準によれば、落雷等により被害が予想される 

 場合に発表されるものをいう。 
*2 「西讃地域」とは、香川県三豊市及び観音寺市の区域をいう。 
*3 「突風」とは、急に吹く強い風で、継続時間の短いものをいう。種類には、竜巻、ダウンバースト、 

 ガストフロント、塵旋風等がある。 
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１０時２０分 東北東  ２.２m/s    北東   ４.０m/s       － 

１０時３０分 東    ２.８m/s    東    ４.１m/s       － 

１０時４０分 東    ３.５m/s    東    ７.４m/s       － 

１０時５０分 南南東  ５.８m/s    南西  １６.５m/s      ２.５mm 

１１時００分 西北西 １０.４m/s    西北西 ２２.５m/s     １４.５mm 

１１時１０分 北北西  ７.４m/s    北西  １６.２m/s      ３.５mm 

 

2.6.3 潮汐 

  海上保安庁刊行の潮汐表によれば、事故発生時における粟島港の潮汐は、上げ潮

の初期であった。 

 

2.6.4 乗組員の観測 

船長の口述によれば、事故当時は、天気雨、風向は北、風速１２～１３m/ｓで、

雨により視程が約３００ｍで陸岸が見えず、波高は、身長を超す約２ｍであった。 

 

2.6.5 天気概況及び被害状況 

  高松地方気象台刊行の「香川県の気象」（平成２０年９月）によれば、事故当日の

天気概況及び被害状況は、次のとおりであった。 

     (1) 天気概況  

        西日本付近には前線が停滞し、前線に向かって南から湿った空気が流れ込

んでいた。また、上空には寒気が流れ込んでおり、四国地方は大気の状態が

非常に不安定となっていた。この影響で、香川県では２１日昼前から昼過ぎ

にかけ、活発な積乱雲が通過して雷を伴った非常に激しい雨が降り、多度津

町及び丸亀市では竜巻とガストフロント*4 が発生し、また、三豊市及び多度

津町の沿岸海上で強風が吹いた。 

     (2) 被害状況 

        ２１日１１時ごろ竜巻とガストフロントによる突風により、丸亀市、多度

津町の１５３棟の屋根瓦等が破損した。また、同日１０時３０分ごろから 

１１時ごろにかけ、三豊市詫間町や多度津町の沿岸海上で強風が吹き、転覆

事故が相次いだ。 

 

                                                                              
*4 「ガストフロント」とは、最盛期あるいは衰弱期に積乱雲において、降水粒子の融解や蒸発によっ

て冷やされた空気が雲底下にたまり、地表では局所的な高気圧が形成されて、冷気が周囲へと流れ出

すようになるが、この流れ出す冷気の先端をいい、通過時には突風が吹き気温が急降下する。（出典：

気象科学事典、日本気象学会編、東京書籍（平成１６年４月発行）） 



- 8 - 

2.6.6  気象情報の入手方法 

船長の口述によれば、出港前にテレビの天気予報で、天気、波高、警報・注意報の 

発表状況を確認しており、その上で、実際の天気を見て出港の可否を決めていた。 

 

２.７ 事故水域に関する情報 

 海図Ｗ１３７Ｂによれば、事故水域は、三豊市北西部にある荘内半島の北側にあた

り、備讃瀬戸西部海域に面していることから北から西寄りの風を遮るものはない。 

 

２.８ 転覆時及び救助に関する情報 

 船長、同乗者Ｂ及び救助にあたったモーターボートの船長の口述並びに海上保安庁

の情報によれば、次のとおりであった。 

  (1) 転覆前の状況 

    船長は、釣り場で天気の悪化が予想されたので、釣りをやめて帰航する際、

同乗者Ａ及び同乗者Ｂに対し、持参した救命胴衣を着用するように指示しなか

った。しかし、同乗者Ａは、自動膨張式の小型船舶用救命胴衣を着用し、操縦

席前方左舷側でクーラーボックスに座り、舷縁につかまっていた。船長は、救

命胴衣を着用せず、操縦席右舷側で立って手動操舵に当たっていた。また、同

乗者Ｂは、救命胴衣を着用せず、操縦席左舷後方で立っていた。 

  (2) 転覆後の状況 

    同乗者Ａは、転覆後、救命胴衣が膨張して浮き上がり、本船の船首部につか

まって、ずり上がってきた救命胴衣を下げようとしていた。その後、船長及び

同乗者Ｂが気付いたときは、本船から離れた海上で顔面が海水に漬かった状態

で漂流していた。 

    船長及び同乗者Ｂは、本船のプロペラにつかまって強風と波浪を受けながら

漂流中、付近を通りかかったモーターボートに救助され、１１時４４分ごろ同

モーターボートの船長が携帯電話で海上保安庁に２人を救助したことを通報

し、現場に到着した巡視艇に移乗した。 

    一方、同乗者Ａは、１２時１０分ごろ現場に到着した同巡視艇搭載のゴム

ボートにより箱浦港に搬送され、１２時５３分ごろ救急車に引き渡されて三豊

市内の病院に搬送されたが、溺死と確認された。 
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３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１及び２.６から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 船長は、釣りを行っているときに天気の悪化を予想して、荘内半島三埼西

方の釣り場から詫間港に向けて帰途についた。 

   (2) 船長は、雷雲が近付いて落雷が激しくなったので、最寄りの室浜漁港に避

難しようとしたが、同漁港の入口付近でモーターボート２隻の乗船者が争っ

ているのを見て同漁港への避難をあきらめ、次に、入港経験のない箱浦港へ

避難しようとしたが、激しい雨のため視界が悪くなって、同港への入口が視

認できなかったので、同港への避難もあきらめた。 

(3) 船長は、入港経験のある粟島の竹ノ浦に避難することにし、荒天と激しい

雨のため陸岸が見えない状況下で、針路約１１０°、速力約２５km/h で竹ノ

浦に向かっていたが、左舷後方から強風と波浪を受けて船首が大きく右方に

振られた。 

(4) 船長は、船首を竹ノ浦に向けるため、いったん速力を約１０km/h に減じて

左舵をとり、左回頭中に船首がほぼ南東を向いたとき、左舷後方から強風と

大きな波浪を受け、転覆した。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、事故発生日時は、平成２０年９月２１日１０時２０分ごろで、事故発

生場所は、箱埼灯台から０９９°１,４９０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

３.２ 人の死亡に関する解析 

 ２.１、２.２及び２.８から、次のとおりであった。 

  (1) 同乗者Ａは、転覆後、救命胴衣が膨張して船首側に浮き上がったので、本船 

   の船首部につかまって、ずり上がってきた救命胴衣を下げようとする動作を続 

   けていたが、その後、船首部から手が離れて漂流し始め、溺水に至った可能性 

   があると考えられる。 

  (2)  同乗者Ａの救命胴衣がずり上がってきたのは、救命胴衣を身体に固定するた 

   めの腰ベルトがセットされていなかったか、又は身体に密着するよう腰ベルト 

   の長さが調整されていなかったことによる可能性があると考えられる。しかし、 

   同乗者Ａの救命胴衣がずり上がったことと溺死との関係は、明らかにすること 
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   ができなかった。 

 

３.３ 事故の要因の解析 

3.3.1 乗組員等及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４から、船長は、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

   (2) 同乗者Ａ 

         ２.４から、同乗者Ａは、高齢ではあるが、健康状態は良好であったものと

考えられる。 

(3) 船舶及び開口部の閉鎖状況 

     ２.５から、本船の船体、機関及び機器類には、不具合又は故障はなく、事 

故発生時、開口部は、扉や蓋によってすべて閉鎖されていたことから、開口

部から船内への海水の流入はなかったものと考えられる。 

 

 3.3.2 操船の状況 

  ２.１及び 3.1.1 から、次のとおりであった。 

   (1) 船長は、荒天避難のため粟島の竹ノ浦に向かう途中、激しい雨のため視界

不良で陸岸が見えない状態で、左舷後方から強風と波浪を受けながら手動操

舵を行っていたものと考えられる。 

(2) 本船は、左舷後方からの強風と波浪を受けていたため、船首が大きく右方

に振られた可能性があると考えられる。 

(3) 船長は、船位及び船首方向を確認しようとしてＧＰＳプロッターを見たと

き、進行方向の右側にあるはずの荘内半島が左側にあったので、船首が竹ノ

浦とはほぼ反対方向を向いていることに気付いた可能性があると考えられる。 

(4) 船長は、速力を約１０km/h に減じて左舵をとり、左回頭中の船首がほぼ南

東を向いたとき、左舷後方から強風と大きな波浪を受け、転覆したものと考

えられる。 

 

3.3.3 気象及び海象に関する解析 

  ２.１、２.６及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 事故当時は、香川県全域に雷注意報が発表されており、天気は雨、風向は

北で、北寄りの風に対して遮蔽がない事故発生場所付近では、多度津特別地

域気象観測所が記録した風速１０.４m/s を大幅に上回る強風が吹き、激しい

雨のため視界不良で荘内半島の陸岸が視認できず、潮汐は、上げ潮の初期で、

波高約２ｍに達する北寄りの波浪があった。  



- 11 - 

   (2) 事故当日四国地方は、大気の状態が非常に不安定になっていたことから、

事故当時天気が急変し、事故発生場所付近では、突風を伴い風向が一定しな

い強風が吹いた。 

 

3.3.4 事故発生に関する解析 

２.１、２．６～２.８、3.3.2 及び 3.3.3 から、次のとおりであったものと考え

られる。 

   (1) 船長は、出港前にテレビの天気予報を見た際、強風や波浪に関する警報・

注意報が発表されておらず、午後は雨で波高が０.５ｍの予報であることを知

ったものの、香川県全域に雷注意報が発表されていたことに気付かなかった。 

   (2) 船長は、早朝に雨がやみ、天気は曇りであったものの、天気が悪化する兆

しがなかったことから、出港時に天気の急変と突風を伴う強風が吹くことが

予想できなかった。 

  (3) 船長は、釣りを行っているときに天気の悪化が予想されたので、釣りをや

めて係留地の詫間港に帰航中、天気の急変が予想されたことから、最寄りの

室浜漁港に避難しようとしたが、同漁港の入口付近でモーターボート２隻の

乗船者が争っている様子を目撃したため、同漁港への避難を取りやめて入港

経験のない箱浦港に避難することにした。 

(4) 船長は、箱浦港に向かう途中で激しい雨のため視界が悪くなり、同港の入

口が視認できなかったので、同港への避難もあきらめ、粟島の竹ノ浦に避難

することにした。 

 (5)  船長は、粟島の竹ノ浦に向かい、左舷後方から強風と波浪を受けながら手

動操舵で航行した際、針路を保つことが困難となって竹ノ浦に向かう進路か

ら大きく外れ、ほぼ反対方向を向いていることに気付き、船首を竹ノ浦に向

けるため、速力を約１０km/h に減じて左回頭中、船首がほぼ南東を向いたと

き、本船は、左舷後方から強風と波高が約２ｍに達する波浪を受けて船体が

大きく傾斜し、本船の復原力を超えて転覆した。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、本船が、香川県三豊市荘内半島の三埼西方沖において、天気の悪化を予

想して釣りをやめ、粟島竹ノ浦に向けて避難中、大気の状態が非常に不安定になって

いたことから、天気が急変して荒天に遭遇したため、突風を伴う強風と波高約２ｍの
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波浪を受けて船体が大きく傾斜し、本船の復原力を超えて転覆したことにより発生し

たものと考えられる。 

 天気が急変して荒天に遭遇したのは、船長が、出港前に見たテレビの天気予報及び

出港時の気象状況等からは、天気の急変と突風を伴う強風が吹くことが予想できな 

かったことによるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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写真１ 本船船体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船船体 

 

 

 

 

写真２ 本船船首部 

 




